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地内における土壌汚染について（第２報） 

 

土岐市泉町久尻地内における土壌汚染については、第１報を令和５年２月１日（水）にお知らせ

したところです。このことについて、「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基

づき調査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。 

 

１ 調査日 

 

令和５年２月２日（木）～１０日（金） 

 

２ 調査方法 

 

土壌環境基準超過が判明した場所から半径８０ｍの範囲内の家屋や井戸利用の有無について現地

確認等を実施。 

 

３ 調査結果 

 

調査範囲において、井戸の利用がないことを確認しました。 

 

４ 今後の対応 

 

中日本高速道路株式会社に対し、汚染土壌について、適正な管理等を行うよう指導します。 

 

 


